
 

令 和  ５年  １２ 月  １ 日 

国土交通省 中部地方整備局 
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１．配布資料   

議事次第（資料１）、「しずこく安全の日」について（資料２）、取材申込書（資料３） 

２．配布先等 

静岡県政記者クラブ、静岡市記者クラブ 

３．その他 

   事故、災害等で中止となる場合は、静岡国道事務所ＨＰにてお知らせします。 

４．問い合わせ先 

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 副所長  静
し ず

川
か わ

 淳
じゅん

 

工事品質管理官  平岩
ひらいわ

 直樹
な お き

 

電話（054）250－8909  E-mail cbr-s-keikaku＠mlit.go.jp 

静岡国道事務所ホームページ https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/ 

静岡国道事務所公式Ｘ（旧ツイッター） @mlit_̲shizukoku 

●名 称 ：令和５年度 静岡国道事務所工事等安全協議会 総会 

●日 時 ：令和５年１２月６日（水） １４：００～１６：００  

●場 所 ：静岡国道事務所および静清国道維持出張所 

（２会場を web で繋いで開催） 

●参加者 ：受注者及び当事務所職員 約８０名の参加予定 

●内 容 ： 

当事務所で発注している工事・業務の受注者及び当事務所職員が参加し、静岡県警本

部と静岡労働局の講演を通じて、工事等における労働安全対策のより一層の充実を図り、

建設労働災害ゼロを目指すことを目的として総会を開催します。 

また、当事務所管内で発生しました橋桁落下事故を後世に伝えていくとともに、各個人が

安全に対する意識向上を目的とした「しずこく安全の日」を事務所独自で制定し、併せて総

会の中で安全についての取り組みを実施していきます。 

 

 

 

 

 

建設労働災害ゼロを目指して 
～「静岡国道事務所 工事等安全協議会 総会」を開催します～ 

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル     （通話料無料・２４時間受付） 



             

 

令和５年度 静岡国道事務所工事等安全協議会 総会 

議 事 次 第  

                  

日時：令和５年 12 月 6 日（水） 

                  14 時 00 分～16 時０0 分 

                      場所：静岡国道事務所 

                         静清国道維持出張所  

                           

 

１．開会挨拶                  会長 静岡国道事務所長  

                       

２．講演 

１）（仮）「道路上の工事現場における交通事故の発生状況について」 

静岡県警察本部 交通部 交通規制課  

                            

２）（仮）「建設業における 2024 年からの時間外労働の上限規制につい 

て」 

                静岡労働局 労働基準部 監督課 

                                    

３．総会 

  １）静岡国道事務所工事等安全協議会 会則 改正について 

 

  ２）各種報告 

・中部地整管内の事故状況 

・安全協議会活動報告 

・「しずこく安全の日」について 

    

３）安全についての各部会からの発表 

テーマ：7 月 6 日の事故を受けて安全に対して現場での取り組み 

      ・各部会より発表・・・・・・・・・・各部会代表受注者 

・討論の総評・・・・・・・・・・・・静岡国道事務所 副所長 

 

 

４．閉会の挨拶               副会長 静岡国道事務所 副所長  

                                  

 

資料１ 
（案） 



「しずこく安全の日」について

○ ７月６日を「しずこく安全の日」とする。
職員及び受注業者が参加し、安全意識の向上に資する取り組みを実施。（講演会など）

２．毎月の開催状況（安全意識を高める日）

第１回（R5.8.7）

第２回（R5.9.6）

１．概要

○ 当面１年間は、安全意識を高める日として、毎月６日に安全に関する取り組みを実施。
毎月、安全に関する取り組みを共有、事務局から情報提供を実施。

○ 清水立体工事事故を後生に伝えていくとともに、これを契機として職員一人一人が常に安全意識を持
ち、事務所全体として安全意識の向上を図ることが目的。
工事における安全のみならず、道路構造物の安全性や職員の安全確保（ハラスメントや疾病等）など、
静岡国道事務所が関わる全ての人の安全について取り組む。

内 容：〇 「しずこく安全の日」の制定
〇 工事事故の振り返り等
〇 事故対応に携わっていない職員の感想

内 容：〇 管理事業の取り組み
・道路付属物の点検
・道路パトロール日誌の確認
・通学路点検

〇 情報提供（事務局）
・熱中症データ、対策事例の紹介

第３回（R5.10.6）

静岡国道事務所
資料２

内 容：〇 公用車の運転について
〇 メンタルヘルス、ハラスメントについて
〇 情報提供（事務局）
・労働災害の防止について（転倒防止）

第４回（R5.11.6）

内 容：〇 清水立体事業の取り組みについて
〇 藤枝ＢＰ事業の取り組みについて
〇 土木営繕工事の取り組みについて
〇 情報提供（事務局）
・しごとよりいのち（厚生労働省資料）



取材をご希望の報道関係者様は下記に必要事項を記入の上、  
令和 5年 1 2月5 日（火） 15時 までに下記宛てに送付願います。 
取材場所は静岡国道事務所とします。  

           

宛先：静岡国道事務所  工事品質管理官 平岩
ひらいわ

  直樹
なおき

 
電子メール送信先は、cbr-s-keikaku@mlit.go.jp 宛てにお願いします。

貴社名 

取材代表者氏名・人数 （＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）ほか ＿＿名 

連絡先 電話番号 中止等の連絡に使用します  

電子メール 

資料３ 

令和５年度  静岡国道事務所工事等安全協議会（12月6日） 

※取材につきましては、会長の開会あいさつまでとさせていただきます。
協議会の内容につきましては、後ほど概要を送らせていただきます。

mailto:cbr-s-keikaku@mlit.go.jp



